
１　職員の任免及び職員数に関する状況

（1）　職員の採用の状況　（令和４年度）

（2）　部門別職員数の状況　（各年４月１日現在）

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　　２　[　　　]内は、条例定数の合計である。

合　　計
176 175 △ 1 <参考　令和４年度>

人口１万人当たり職員数　105.26人[　　250 　] [　　250 　] [　　 0　 　]

そ　の　他 15 13 △ 2 東北支所に総合窓口設置に伴い減

小　　計 28 26 △ 2

公営企業等
会 計 部 門

下　水　道 6 6 0

小　　計 148 149 1
<参考　令和４年度>
人口１万人当たり職員数　　　　　87.99　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数122.67人）

水　 　　道 7 7 0

事務事業見直しによる減

計 126 128 2
<参考　令和４年度>
人口１万人当たり職員数　　　　　75.59　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数　94.53人）

教育部門 22 21 △ 1 人事異動及び事務事業見直しによる減

東北支所に総合窓口設置に伴い減

農林水産 17 17 0

商　　　工 8 8 0

東北支所に総合窓口設置に伴い減

民　　　生 15 14 △ 1 東北支所に総合窓口設置に伴い減

総　　　務 37 43 6 東北支所に総合窓口設置に伴い増

普 通 会 計
部 門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 3 3 0

税　　　務 13 12 △ 1

衛　　　生 18 17 △ 1

土　　　木 15 14 △ 1

（単位 ： 人）

区　　　　　　分
職員数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

令和３年度 令和４年度

単 　　　労　　 　職 0 0 0 0 0

医　 　　療　 　　職 0 1 0 0 1

計

一　般　行　政　職 5 5 2 2 9

令和４年度人事行政の運営等の状況の公表

　東北町の人事行政の運営等の状況について、東北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例（平成２５年東北町条例第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公表する。

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

（単位 ： 人）

区　　　　　分 採　　　用
退　　　　　　　　　　　　　　　　職

定年退職 応募認定 その他退職



２　職員の給与の状況

（1）　人件費の状況　（普通会計決算）

（2）　職員給与費の状況　（普通会計決算）

（注）　職員手当には退職手当を含まない。

（３）　一般行政職平均給料月額等　（令和４年４月１日現在）

（４)　初任給の状況　（令和４年４月１日現在）

（５)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（令和４年４月１日現在）

一般行政職

大学卒 250,100円 286,800円 355,700円

高校卒 227,800円 244,500円 348,200円

高校卒 150,600円 150,600円 150,600円

区　　　分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当な
　　　　　どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
　　　　　されているものである。
　　　　    また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当等
　　　　　が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

区　　　分 東　北　町 青　森　県 国

一般行政職

大学卒 182,200円 182,200円 182,200円

国 42.7歳 323,711円 - 405,049円

（注）　１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

東　北　町 40.3歳 300,945円 343,279円 325,825円

青　森　県 42.6歳 310,000円 386,343円 338,694円

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

Ｂ/Ａ　千円

令和４年度 149人 557,892 82,734 207,371 847,997 5,691

11.1%

区　　分
職員数 給　　　　与　　　　費　　　　　　　　千円 一人当たり給与費

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ

令和４年度 16,934人 12,688,895 403,543 1,417,327 11.2%

前年度の

R4.1.1 千円 千円 千円 Ｂ/Ａ 人件費率
区　　分

住民基本台帳人口 歳出額 　Ａ 実質収支 人件費 　Ｂ 人件費率



（６）　一般行政職の級別職員数の状況　（令和４年４月１日現在）

（注）　東北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

（７）　職員手当の状況　

　①　期末・勤勉手当　（令和４年４月１日現在）

（注）　（）内は、再任用職員に係る支給割合である。 　

　②　退職手当　（令和４年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。

その他の加算措置
定年前早期退職加算措置 定年前早期退職加算措置

（2～45％加算） （2～45％加算）

１人当たり平均支給額 21,370千円

33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分
支給割合

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

区　　　分
東　　　北　　　町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

国
 2.55 月分
(1.45)月分

 1.90 月分
(0.90)月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　役職加算（5～20％）

　管理職加算（10～25％）

青　森　県
 2.40 月分
(1.35)月分

 1.90 月分
(0.90)月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　役職加算（5～20％）

　管理職加算（10～25％）

区　　　分
支給割合

加算措置の状況
期末手当 勤勉手当

東　北　町
 2.40 月分
(1.35)月分

 1.90 月分
(0.90)月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　役職加算（5～20％）

6　　級 　参事、課長、事務局長 16人 11.1％

7　　級 　参事 1人 0.7％

4　　級 　課長補佐、総括主幹 42人 29.2％

5　　級 　副参事 7人 4.9％

2　　級 　主査 47人 32.6％

3　　級 　主任主査 9人 6.3％

区　　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1　　級 　主事 22人 15.2％



　③　時間外勤務手当　

　④　その他の手当　（令和４年４月１日現在）　

（８）　特別職の報酬等の状況　（令和４年４月１日現在）　

退職手当

町   長 　　給料月額　×　在職月数　×　45.5/100　　任期毎

副町長 　　給料月額　×　在職月数　×　26.5/100　　任期毎

教育長 　　給料月額　×　在職月数　×　22.5/100　　任期毎

期末手当

町   長

　　（令和３年度支給割合）
　　　　3.20月分

副町長

教育長

議   長

　　（令和３年度支給割合）
　　　　3.20月分

副議長

議   員

報　　　酬

議   長 　　287,000円

副議長 　　233,000円

議   員 　　225,000円

区　　　分 給料月額等

給　　　料

町   長 　　699,000円

副町長 　　546,000円

教育長 　　491,000円

住 居 手 当 　借家や借間の家賃を負担している職員　27,000円以内
上限額が
28,000円

通 勤 手 当

　交通機関利用者（運賃相当額）　55,000円以内 同

　自家用車等利用（通勤2ｋｍ以上）　35,000円以内
距離区分が
異　な　る

扶 養 手 当

　配偶者　6,500円

同
　子　10,000円（配偶者無の場合も同額）

　子以外　6,500円（配偶者無の場合も同額）

　※16～22歳の子1人につき5,000円

手 当 名 内　容　及　び　支　給　単　価
国の制度との

異　　　　　同

管 理 職 手 当

　管理又は監督の地位にある職員

異　　　　総務課長　　45,000円

　　　　総務課長以外の課長等　35,000円

支 給 実 績 21,554千円 24,822千円

１人当たり平均支給額 128千円 147千円

区 分 令和２年度 令和３年度



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　職員の勤務時間　（令和４年４月１日現在）　

（２）　職員の年次有給休暇の取得状況　（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日）　

４　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

（１）　職員の分限処分の状況　（令和４年度）　

（２）　職員の懲戒処分の状況　（令和４年度）　

合　　計 0 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し、又は職務を怠っ
た場合

0 0 0 0 0

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

処分事由 戒告 減給 停職 免職 計

合　　計 0 0 2 2

　 職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２９条の規定に基づいて行なった懲戒処分
です。

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0

職制、定数の改廃等により廃職又は過員
を生じた場合

0 0

勤務成績が良くない場合 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 2 2

（注）　「全対象職員数」は、当該年の1月1日から12月31日までの全期間在職した職員とし、当該期間
　　 中の中途採用者、退職者、育児休業や休職の事由がある職員などを除いたものである。

　 職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２７条及び第２８条の規定に基づいて行
なった分限処分です。

処分事由 降任 免職 休職 計

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

6,532.8日 2,015.9日 165人 12.2日 30.9％

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 週休日

38時間45分 8：15 17:00 12：00～13：00 土曜日及び日曜日



５　職員の服務の状況

（１）　営利企業等の従事の許可の件数　（令和４年度）　

６　職員の研修の状況

（１）　職員の研修の実施状況　（令和４年度）　

７　職員の福利及び利益の保護の状況

（１）　健康診断等の状況　（令和４年度）　

（２）　公務災害補償の状況　（令和４年度）　

８　公平委員会の業務の状況

（１）　勤務条件に関する措置要求の状況　

令和４年度中の措置要求はありません。

（２）　不利益処分に関する不服申立ての状況　

令和４年度中の不服申立てはありません。

課長研修

　基本研修

実施期間 区　　　　分 受講者数

管理者入門研修 0人　青森県自治研修所

2人　選択研修

0人

新採用者前期研修 4人

新採用者後期研修 4人

　通勤災害 0件 0件 0件 0件

不認定 請求中

　公務災害 0件 0件 0件 0件

　日帰りドック 65人

　脳ドック 23人

区　　　　分 受理件数 認　　定

区　　　　分 受診者数

　事業主健診 97人

区　　　　分 申請件数 許可件数

　営利企業等の従事の許可申請 30 30


